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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年７月１９日 １４時３５分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市小川
お が わ

島南南東方沖の蛋
あま

尻
しり

瀬 

 唐津市所在の呼子
よ ぶ こ

平瀬
ひ ら せ

灯台から真方位２０５°５３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３４.７′ 東経１２９°５４.５′） 

事故調査の経過  平成２４年７月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第五十一住
すみ

若
わか

丸、１３５トン 

   １３５５８２、住若海運株式会社 

   ３２.６５ｍ×９.６０ｍ×５.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成９年２月２

４日 

Ｂ バージ 正成
まさしげ

、約３,９６９トン 

   なし、住若海運株式会社 

   ９０.０７ｍ×２０.００ｍ×７.８０ｍ、鋼 

   機関なし、平成９年（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４９歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６２年７月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年６月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２９年７月２２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 球状船首に破口及び凹損、船底外板に亀裂、凹損及び擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか４人が乗り組み、Ｂ船の船尾に船首部を結合して

全長約１０８ｍのＡ船押船列を構成し、船長が単独で船橋当直に就

き、小川島南東方沖の海砂採取許可区域（以下「本件採取区域」とい

う。）から福岡県大牟田港沖に向け、約２２５°（真方位、以下同

じ。）の針路及び約７ノットの対地速力で自動操舵により航行した。 

 船長は、本件採取区域を発進したとき、左舷方及び左舷後方にＡ船

押船列の進路方向に向かって西進している２隻の貨物船を視認し、２



- 2 - 

隻の貨物船の速力がＡ船押船列より速いと思い、２隻の貨物船を先航

させるため、増速せずに同じ速力で航行を続けた。 

 船長は、Ａ船押船列が呼子平瀬灯台南方沖に差し掛かった頃、左舷

方及び左舷後方の２隻の貨物船までの距離がそれぞれ約０.５海里

（Ｍ）と近づいたので、左舷方に余り近寄らない方がいいと思い、右

に変針することとした。 

 船長は、Ａ船押船列が呼子平瀬灯台南方に拡延する浅所に接近し過

ぎないよう、１.５Ｍレンジとしたレーダーを見て呼子平瀬灯台の映

像が常に可変距離環の外側に位置するように注意しながら、自動操舵

の針路設定ダイヤルを少しずつ回して右回頭を始めた。 

 Ａ船押船列は、針路が約２７５°となったとき、平成２４年７月１

９日１４時３５分ごろ呼子平瀬灯台南南西方沖の蛋尻瀬に乗り揚げて

乗り切った。 

 船長は、衝撃を感じて乗り揚げたことを知り、船舶所有会社と海上

保安部に通報し、損傷状況を確認したところ、Ｂ船のスラスター室に

浸水していたので、唐津市加部
か べ

島の西方沖に錨泊して排水作業を行っ

た。 

 Ａ船押船列は、仮修理を行ったのち、山口県徳山
とくやま

下松
くだまつ

港の造船所に

向かった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約３７cm（唐津市呼子港） 

 その他の事項 

 

 船長は、本事故発生場所付近の航行経験が豊富であり、海図によ

り、呼子平瀬灯台南方の１０ｍ等深線の中に水深約６.８ｍの浅所が

あることを知っており、同灯台から０.５Ｍ離して航行すれば、同浅

所の南方を安全に航行できることを認識していた。 

 船長は、本事故当時、レーダーとＧＰＳプロッターを見ながら操船

していたが、主に操舵スタンドの横にあるレーダーを見て船位の確認

を行っていた。 

 ＧＰＳプロッターには、呼子平瀬灯台南方の１０ｍ等深線の南側に

コースラインが設定されていた。 

 船長は、本事故当時、レーダーの可変距離環の設定距離を０.５㎞

に設定していた。 

 Ａ船押船列は、本事故前日の０５時３０分ごろから１５時ごろまで

本件採取区域で海砂を採取し、１７時ごろ本件採取区域を発進して船

長が長崎県松浦市松浦港まで単独で操船に当たり、１９時００分ごろ

同港に入港後２３時ごろまで揚げ荷役を行った。 

 Ａ船押船列は、揚げ荷役を終えて約４時間の休憩の後、本事故当日

０３時２０分ごろ松浦港を出港し、船長が単独で操船に当たり、０５

時２０分ごろ本件採取区域に到着して０５時２５分ごろから１４時２

０分ごろまで海砂の採取を行った。 
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 船長は、海砂を採取している間、操舵室において、Ａ船押船列が本

件採取区域から出ないように船位を調整したり、周囲の見張りを行っ

たりしており、交替で食事をとる以外に休憩することはなかった。 

 船長は、このような作業や航海が１週間ほど続いていたので、睡眠

不足と疲労が蓄積した状態であった。 

 Ａ船は、ふだん、甲板部４人、機関部２人の６人乗組みで運航され

ていたところ、本事故の約２か月前に甲板部乗組員の１人が病気で下

船していたので、本事故当時、甲板部３人、機関部２人の５人乗組み

で運航しており、各乗組員に負担が掛かる状況であった。 

 Ｂ船は、本事故当時、海砂約３,６００㎥を積載しており、喫水

が、船首約７.５ｍ、船尾約６.３ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船押船列は、呼子平瀬灯台南方沖を南西進中、船長がレーダーを

見て同灯台の映像が可変距離環の外側に位置するように右回頭を開始

したものの、可変距離環の設定距離が０.５㎞であったことから、蛋

尻瀬に接近することとなり、蛋尻瀬に乗り揚げたものと考えられる。

 船長は、レーダーの可変距離環の設定距離が０.５Ｍではなく、０.

５㎞に設定されていることに気付かず、呼子平瀬灯台から０.５Ｍ離

して航行しているものと思い込んでいた可能性があると考えられる。

 船長は、睡眠不足と疲労が蓄積した状態であったことから、注意力

が低下し、レーダーの可変距離環の設定距離が０.５㎞であったこと

に気付かなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、呼子平瀬灯台南方沖を南西進中、船長が

レーダーを見て同灯台の映像が可変距離環の外側に位置するように右

回頭を開始したものの、可変距離環の設定距離が０.５㎞であったた

め、蛋尻瀬に接近することとなり、蛋尻瀬に乗り揚げたことにより発

生したものと考えられる。 

参考  本事故後、船舶所有者は、次の改善措置を採った。 

・Ａ船の乗組員を、甲板部４人、機関部２人の６人乗組みに戻し

た。 

・所有船舶の乗組員に対し、事故防止に関する通達を出した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浅所に接近して航行する場合は、レーダーの可変距離環の設定距

離を再確認すること。 

 




